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電気通信大学教職員組合未払賃金等請求事件訴訟 

～原告団団長からのメッセージ～ 
 

 3月 1日、最高裁判所より調書（決定書）が届きました。 

上告を棄却する、上告を受理しない、という内容でした。この結果、原告敗訴が決定して

しまいました。5年に亘る闘いがこのような結末を至ったことは誠に残念です。  

 

組合員の皆様には、これまでのご支援に感謝したいと存じます。ほんとうにありがとうご

ざいました。  

原告団としてはこの裁判での闘いを通して多くのことを学び、また組合にとっても労使関

係の上での収穫がありました。  

しかしながら、現在の日本における国立大学の状況を考えれば、これからもこのような理

不尽な不利益のおしつけは増加するものと覚悟しなくてはならないでしょう。そのときに、

今回のことを糧としていかに活用して行くかが重要です。 

全大教でも全国の裁判闘争の総括を行い、教訓を引き出す作業を進めるとのことです。わ

たしたちもその一環に加わり、これからの労働者の闘いの指針を見いだして、わたしたちよ

りも若い世代に示したいと考えます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

原告団団長・山本野人 
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平成３１年度学術院新任教育系職員ＦＤ研修会 において 

電気通信大学教職員組合紹介 を行いました。 

日時： 平成 31 年 4 月 26 日(金)  

会場： 本部棟別館 2 階第一会議室 

12:20pm～12:25pm 電気通信大学教職員組合紹介 
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過半数労働者代表立候補者に対する信任投票結果 報告（抜粋） 

2019年 2月 1日 

過半数労働者代表選出選挙管理委員会 

労働者の過半数を代表する者(「過半数労働者代表」)に対する立候補者 

山本 野人 氏 (情報・ネットワーク工学専攻) の信任投票結果を報告致します． 

有権者数     1258 人 

投票総数     781 票 

有効投票数     771 票 

無効投票数     10 票 

 

信任票     746 票 

不信任票     25 票 

以上の結果，立候補者の 山本 野人 氏が 
2019/2020年度の過半数労働者代表に選出されました． 

****** 山本氏の立候補所信表明（2018/12/25）を以下に掲載します ****** 

 このたび電気通信大学教職員の過半数代表者として立候補しました  山本野人 です 

 私は、2015/2016年度及び 2017/2018年度の過半数労働者代表に選出されました。 

この４年のあいだ、労働組合とも連携しつつ、 

● 本学教職員の労働状況をチェックすること 

● 労働契約については、特に不利益変更の可能性があるかどうか 

を念入りに調べ、その可能性があるときには十分な説明を求めること 

● 本学の労働状況に関する問題について意見を収集すること 

● 個々の労働者からの相談を受付け、大学側との折衝にあたること 

などに務めて参りました。 

特に、2017/2018年度には非常勤講師を含む労働者からの深刻な相談が数件あり、 

問題解決を目指して 

● 事情の聞き取り 

● 大学側及び雇用責任部門との折衝 

● 相談者へのアドバイス 

を行なってきました。 

2019/2021年度の過半数代表者に立候補するにあたっては、これらの経験を活かし、 

◎ すべての教職員にとって働きがいのある職場 

を継続して目指していきます。「働きがいのある職場」とは、 

☆ 安心して働けること・過剰労働にならない働き方ができること 

☆ 仕事に充実感があること・他者の喜びにつながる実感があること 

☆ 評価が公正であると感じられること・労働に見合う給与待遇が保障されること 

などの要件が満たされている職場のことです。 

 残念ながら、今の電気通信大学の職場はこれらが十全に達成されているとは言えません。とくに事務職

員の過剰労働は労働契約違反の状態が続いていますし、教員については「裁量労働制」を理由に大学院夜間

科目の導入などの労働強化が報酬無しに導入されています。           （次ページに続く） 
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＃「裁量労働制」については、その法的な定義が実態に即していない面があり、大学側に働きかけて実態

に合った対応を求めているところです。 

 そのほかにも、一方的な評価・給与退職金の減額・厚生施設の後退などについて、具体的に思い当たる

事例がたくさんあります。 

労使関係は、このような不安を払拭し、十分な説明と正当な報酬とをもたらすものとして築いていくべき

です。 

 過半数労働者代表に選ばれたならば、その法的な権限を活用することで上述の問題解決のために一層の

努力を積み重ね、「働きがいのある職場」の実現に向かって進んで行く所存です。 

また、今回より非常勤講師の方々の労働者代表としての役割が付与されました。常勤の教員とは違う立場

からのご意見に耳を傾けたいと存じます。 

さらに、未だ選挙・被選挙権のない労働者の方々についても過半数労働者代表の選出過程に関わりなく相

談を受付けるなど、電気通信大学で働くすべての労働者を守るために尽力いたします。 

 

以上 

☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ 

退職あいさつ 

 

本学に着任してから 26 年間が過ぎました。組合には、着任後すぐに加入しましたが、当時は国立大学で、

企業のような労使間での争いがあるわけではなく、積極的には組合活動にはかかわりませんでした。しか

し、平成 24、25 年度の突然の給与削減、それに対して不十分な大学側の説明を見過ごすことはできないと

思い、組合同志の山本野人氏を団長とする大学を訴訟する原告団に入り、それを機に執行委員にもなり、

地裁、高裁、最高裁と闘い続けました。そして、退職前に最高裁への上告の却下が伝えられ、訴訟は終焉

しました。この間、弁護団、原告団と行った裁判の準備などを通して、労働基準法で守られている労働者

としての権利の主張の大切さを痛感しました。 

本学着任前は、カリフォルニア州サンタクララにありますインテル株式会社の部品研究所に所属し、半導

体デバイスの研究に携わり、次世代の半導体材料やデバイスの研究開発を恵まれた実験環境で楽しく行っ

ておりました。私は、アメリカでの留学、インテルでの期間を合わせると、17 年と海外での生活が長く、

本学着任後は、アメリカと日本の違いに戸惑うことが多く、いまだにいろんな日本の慣習、常識と言われ

るものに納得できないことが数多くあります。インテルでは、給与は、定期的な業績評価で決まり、毎年

給与が上がったり、下がったり、評価が高い時は、特別ボーナスやストックオプションが与えられまし

た。いわゆる、インテルは、結果重視の実力主義の典型的なアメリカ企業でした。しかし、評価報告書

は、数ページにわたり、細かく記載され、なぜその総合評価となったのかわかるようになっており、上司

から、1 対 1 で、評価報告書について説明がありました。その説明、報告書に納得いかない場合は、上司の

上司に説明を要求することもできました。そう意味では、評価は公平かつ厳粛に行われ、評価結果に見合

った報酬が与えられていたと思います。本学も、国立大学から法人化され、企業のように、横並びではな

く、業績評価に基づき報酬が与えられるような組織に移行しつつあります。アメリカの企業で、業績評価

を受けてきた私から見れば、まだまだ、業績評価の仕方など改善の余地が多くあると思われます。 

アメリカでは、自分に対する賃金が不適当と思えば、上司、またはその上司に訴えることができ、それで

も満足できないときは、より良い賃金を求めて転職するのが一般です。日本の方は、労働環境、賃金につ

いて文句もあまり言わないかわり、酒の席ではいろいろ愚痴を言う人が多いように思えます。不満がある

なら適当な場所に訴える、訴えなければ、使用者は、労働者が満足しているのだという理由で、労働環境

の改悪を進めていくことになります。本学も、国立大学の時代とは異なり、厳しい状況下にあり、大学の

存続のために、国からの改悪をそのまま本学でも実施していく傾向がますます強くなっているように思い

ます。こんな状況下でこそ、組合の役割は大きいはずなのに、組合の意義を痛感しない方が多いのは残念

です。このことは、最近の会社でも同様で、新入社員の多くは、組合に加入したがらないと新聞で報じら

れていました。社会保障、年金、退職金がどんどん減っていく今こそ、労働者の権利を守るための組合の

意義はますます大きくなっていくと思います。是非、多くの教職員が組合に加入することを願って、退職

のご挨拶といたします。 

執行委員 野崎 眞次 
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【執行委員会の活動】教職員執行委員会は、月 3ないし 4回の会議(木曜日昼休みの執行委員会など) 

 や不定期に随時に開催するセミナーなどを通して活動しています。なお皆様からのご意見は随時受け

付けております。ぜひ組合(<voice@uec-union.org>内線 5027)にお寄せください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

【編集後記＜Watching petit happenings in the home garden.＞ 】 

今春の 4月は頻繁に〝寒の戻り〟に見舞われはしたが、わが庭での春到来

を告げる草木の芽生えは順調に見えた。庭の随所に水仙が咲き、次いで、

芍薬、牡丹、百合類が芽生え、姫辛夷、木蓮など花が芽吹く。畑作の傍ら

に、こうした一連の営みが滞りなく進むのを眺めるのは快い。とりわけ毎

年の楽しみは、花辛夷の薄いピンク色の蕾と木蓮の薄紫の蕾が、互いに競

い合うようにして徐々に開花に至る様を観察することだ。一方この時期、

個性豊かな野鳥たちがそれぞれの餌を求めてやってくる。スズメ、モズ、ジョウビタキ、ヒヨドリ、ツグ

ミ、・・・。時にはカラスも来て狭い庭を歩く姿は実に物々しい。が、どちらかと言えば野鳥で賑わう風景

は好ましく思っていた。4月に入って間もないころ、傷み始めた八朔を 2個、それぞれ等分に割って庭の隅

に並べてみた。案の定、翌日にはヒヨドリが現れて大好物の八朔を啄み始め、庭内に賑わいが訪れた。し

かし、賢い？彼らはこの庭を自らの餌場と断定したがごとく、その後も頻繁に庭に現れて、ようやく膨ら

み始めた姫辛夷や木蓮の花芽（蕾）を見つけるのに時間はかからなかった。未だ幼木のこれらの蕾を啄み

つくすのは元気な彼らには容易いことだった。かくて、姫辛夷と木蓮の花見という今春一番の楽しみが目

の前で脆くも崩れされていった。ヒヨドリノ事件の後暫くして、辛うじて僅かに花芽が残された姫辛夷の

細枝にジョウビタキが偶然やってきた（写真）。彼の仕草・表情からは言い知れぬ癒しを感じることができ

た。 

******************************切り取り線******************************* 

組 合 加 入 申 込 書 
20  年 月 日          電気通信大学教職員組合 執行委員長  殿 
[名前：                            ] 
[生年月日：19  年 月] 
[所属部署：               ] 
[職種：・教員  ・職員(どちらかを○で囲む)] 


